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（２） 第４次広域計画（案）について
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兵庫県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画案の概要 

１ 広域計画作成の趣旨 

広域連合では、地方自治法に基づき、後期高齢者医療制度の事務を総合的かつ計画

的に行うために広域計画を定めているが、現広域計画（第３次広域計画）の計画期間

（平成 30年度～令和４年度）が満了となるため、第４次広域計画を作成する。【地方

自治法第２９１条の７】 

２ 広域計画に記載する項目 

広域連合規約において、「後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市

町が行う事務に関すること」と「広域計画の期間及び改定に関すること」を定めてい

る。【兵庫県後期高齢者医療広域連合規約第５条】 

３ 広域計画作成の手続き 

令和４年７月～11月 広域連合及び市町による計画案の作成 

令和４年 12月９日 

～令和５年１月 10日 パブリックコメントの実施 

令和５年２月２日  後期高齢者医療制度懇話会での説明 

令和５年２月 21日 広域連合議会での審議 

令和５年４月１日  第４次広域計画の施行（予定） 

４ 第４次広域計画案のポイント 

(1) 後期高齢者医療の現状と課題

① 被保険者数及び医療費の状況

・ 令和３年度の年間平均被保険者数は８０１，５４２人、平成２０年度と比較し

て４２％増。令和３年度の医療給付費は約７，４８１億円、平成２０年度と比

較して６４％増加。

・ 被保険者数は１００万人、医療給付費は１兆円を超えることも想定される。

② 保険料の収納状況

・ 保険料の増額等により、現在の収納率が維持できるか懸念。収納率に市町間で

差があることや現年分と比べて滞納繰越分が低調であることが課題。
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③ 保健事業の実施状況

・ 健康診査の受診率は、概ね２５％とすることを目標に取り組んだが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響もあり、令和３年度の受診率は１８．７１％となった。

・ 高齢者の医療の確保に関する法律において、市町との連携のもとに、地域支援

事業と一体的に実施するとされており、高齢者の心身の多様な課題に対応した

きめ細かな保健事業の実施が求められている。

④ 医療費の適正化の取組

・ レセプトの２次点検や療養費支給申請書の点検、ジェネリック医薬品の普及啓

発、医療費通知や重複・頻回受診者への訪問指導などの取組を実施。

⑤ 事業の安定的・効率的な運営

・ 関係市町の理解を得ながら事務局体制を確保していく必要がある。

⑥ 制度の見直しと国の動向

・ 令和２年４月の法改正により、高齢者の保健事業は、国民健康保険の保健事業

や介護予防と一体的に実施するものとされた。

・ 令和４年１０月から、窓口負担について、１割負担の被保険者のうち一定以上

所得のある者について２割負担とする見直しが実施された。

・ 医療費増が見込まれる一方で、後期高齢者と現役世代人口比率の変化より現役

世代の負担が急増しており、後期高齢者医療制度の財源のあり方についての検

討など、引き続き国において制度見直しが行われることも想定される。

⑦ 第３次広域計画の達成状況

事務・事業 指 標 
目標値 

（令和４年度） 

達成状況 

（令和３年度） 

保険料 

徴収事務 

保険料収納率 

現年分 ９９．５％以上 ９９．６１％ 

滞納繰越分 ５０％以上 ３９．６７％ 

健康診査 健康診査受診率※１ 概ね２５．０％ １８．７１％ 

後発医薬品の 

利用促進 

後発医薬品の使用率 

（数量シェア） 
８０％以上 ７７．５％※２ 

※１ 受診率＝受診者数／対象者数（全被保険者数から対象外者数を除いた数）
※２ 後発医薬品の使用率については、令和３年９月診療分の数値。

ア 保険料収納事務

 現年度分保険料の徴収強化により未収額が減少したことから、滞納繰越とな

る保険料額も減少したため、滞納繰越分の収納率は伸びなかったと推測される。 
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イ 健康診査

平成３０年度、令和元年度には２０％を超える受診率となったが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響もあり、令和２年度、令和３年度は２０％を下回る受

診率となった。 

ウ 後発医薬品の利用促進

上昇傾向ではあるものの、令和３年時点では目標の８０％を下回った。 

(2) 基本方針

① 健全な財政運営

・ 必要な支出を的確に見込み、保険料収入等を確実に収納するとともに、交付金・

補助金を最大限活用し、健全な財政運営に努める。

・ 医療給付費に応じた保険料率の設定や適切な賦課を行い、保険料収納率の向上

に向けて取り組む。

・広域連合 収納対策研修会の開催、先進的な取組事例の紹介 等

・関係市町 きめ細やかな納付相談、口座振替の勧奨 等

② 保健事業の充実

・ 第２期データヘルス計画（計画期間：平成３０年度～令和５年度）に基づいて

保健事業を実施するとともに、最終評価を踏まえ、令和６年度からの第３期デ

ータヘルス計画を策定。

・ 健康診査については、受診の必要性が高い被保険者が確実に受診できるよう取

組を進める。

・ 保健事業の実施にあたっては、関係市町と連携・協力しながら、高齢者の心身

の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、関係市町が実施する高齢

者の保健事業及び介護予防との一体的な実施を引き続き推進する。

③ 医療費の適正化（給付の適正化）

・ レセプト２次点検では介護保険との給付調整や機械化点検を実施。

・ 柔道整復療養費等の支給申請書の点検、被保険者への施術内容等の確認。

・ ジェネリック医薬品の普及啓発、医療費通知等の事業も引き続き実施。

④ 広報広聴の充実

・ リニューアルしたホームページの活用など、わかりやすい広報に努める。

・ 医療制度懇話会の開催。基本的な事項を定める際のパブリックコメントの実施。 

⑤ 関係市町との連携強化

・ 関係市町との更なる連携強化。

・ 市町職員を対象にした研修（初任者、健康診査、保険料収納等）の充実。

・ 兵庫県との連携。

⑥ 住民サービスの向上

・ 電算システムによる迅速かつ的確な事務処理を行うことにより住民サービス

の向上に努める。給付や資格の申請手続きの簡素化の検討を進める。
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・ マイナンバー制度について、引き続き個人情報を適正に取り扱うとともに、オ

ンライン資格確認等システムへの正確な資格情報の提供に努める。

・ 他の広域連合との情報連携などにより事務の効率化を図る。

⑦ 効率的な事務局運営

・ 関係市町の理解を得て業務量に応じた適切な事務局体制を構築。

・ 業務マニュアルの整備を行い、安定的な運営に努める。

⑧ 計画の推進

・ 各事務については、データヘルス計画等の実施計画において、指標及び目標値

を定め、その実施状況について評価を行い、関係市町と連携・協力しながらそ

の達成に向け取り組む。

(3) 広域連合及び関係市町が行う事務と役割分担

基本方針に基づき、広域連合と市町が役割分担し連携を図り、円滑に制度を運営。

＜広域連合＞ 

区分 主な内容 

資格管理 被保険者証台帳等の管理、資格の認定、 

被保険者証等の交付 

保険給付 高額療養費や葬祭費の支給決定・支払、 

レセプトの点検・保管、医療費適正化事務、

不正・不当利得の請求 

保険料の賦課・徴収 保険料率・保険料額の決定、 

研修会の開催等の市町支援 

保健事業 健康診査への補助・情報提供、一体的実施事業の推進 

その他（広報広聴） ポスター・パンフ等の作成、コールセンターの運営 

＜関係市町＞ 

区分 主な内容 

資格管理 各種届出や申請の受付、広域連合への送付、 

被保険者証等の引渡し等 保険給付 

保険料の賦課・徴収 納入通知書の送付、問い合わせ対応、徴収及び滞納整理 

保健事業 健康診査・一体的実施事業の実施 

その他（広報広聴） 市町広報紙への掲載、窓口での相談 

(4) 第４次広域計画の期間及び改定

計画期間は、関連計画（医療費適正化計画等）の次期計画を踏まえて策定するこ

とが望ましいことから、令和５年度から１１年度までの７年間とする。 

計画期間中に国の制度改正や、社会情勢の変化及びその他の事情により改定する

必要が生じた場合には、随時、改定を行う。 
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１ 広域計画の趣旨 

急速な少子高齢化に伴う超高齢社会を展望した新たな医療制度として、後期

高齢者医療制度が創設され、平成２０年４月からスタートしました。後期高齢

者医療制度は、都道府県ごとにすべての市町村で構成する広域連合が運営して

います。兵庫県においても、県内の４１市町で構成する「兵庫県後期高齢者医

療広域連合」が運営主体となり、関係市町と連携しながら運営しています。 

広域計画は、地方自治法第２９１条の７に基づき、広域連合及び関係市町が

後期高齢者医療制度に関する事務処理を、総合的かつ計画的に処理するために

作成するものです。兵庫県後期高齢者医療広域連合では、平成１９年３月に「第

１次広域計画」、平成２５年３月に「第２次広域計画」、平成３０年３月に「第

３次広域計画」を策定しました。また、令和２年４月から高齢者の保健事業を

市町が実施する国民健康保険の保健事業や地域支援事業と一体的に実施する

とされたことにより、令和２年２月に「第３次広域計画」を改定し、本計画に

基づき制度を運営してきました。 

このたび、第３次広域計画の計画期間が令和４年度で満了することから、令

和５年度から始まる「第４次広域計画」を策定します。第４次広域計画には、

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約第５条の規定により、「後期高齢者医療制

度の実施に関連して広域連合及び関係市町が行う事務に関すること。」及び「広

域計画の期間及び改定に関すること。」について記載します。 

２ 後期高齢者医療の現状と課題 

令和３年１０月１日現在の日本の総人口は、約１億２，５５０万人で、その

うち７５歳以上の人口は約１，８６７万人（総人口に占める割合は約１４．９％）

となっています。今後も、高齢者は増加し、令和１２年（２０３０年）には、

７５歳以上の人口は約２，２８８万人になるものと推計されています。 

兵庫県の令和３年１０月１日現在の総人口は、約５４３万人で、そのうち７

５歳以上人口は約８３万５千人（総人口に占める割合は約１５．４％）となっ

ています。 

※令和３年１０月１日現在の全国及び兵庫県の人口は「人口推計」（総務省統計局）。

※令和１２年の推計人口は「日本の将来推計人口（平成２９年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計。

（１）被保険者数及び医療費の状況

高齢化の進展に伴い、被保険者は年々増加を続けており、令和３年度の年
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間平均被保険者数は、８０１，５４２人と制度が始まった平成２０年度と比

べて４２％増となっています。一方、医療給付費については、被保険者数の

増加や医療技術の高度化などにより一人当たりの医療給付費が増加し、令和

３年度は約７，４８１億円と、平成２０年度と比べて６４％増加しています。 

今後も被保険者数、医療給付費とも増加を続け、被保険者は１００万人、

医療給付費は１兆円を超えることも想定されます。 

（２）保険料の収納状況

後期高齢者医療制度は医療給付費の約１割を保険料で賄う仕組みとなっ

ており、保険料は健全で安定的な制度運営を行うための重要な財源です。 

保険料の収納率は、現年分が令和３年度で９９．６１％と上昇傾向にあり

ますが、国による軽減特例の廃止による保険料の増額や普通徴収の増加な

どにより、今後、現在の収納率が維持できるか懸念されます。 

収納率については、市町間で差があることや現年分と比べて滞納繰越分

が低調であることなど、引き続き克服すべき課題があり、更なる収納対策を

講じていく必要があります。 

（３）保健事業の実施状況

主に生活習慣病を早期発見し、適切な医療につなげて重症化を予防する

ことで、被保険者の健康を保持・増進することを目的とし、関係市町が実施

する健康診査に対し広域連合が補助金を交付しています。 

健康診査については、受診率を概ね２５％とすることを目標に取り組ん

できましたが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、令和３年度の受診

率は１８．７１％となっています。引き続き、感染症対策を踏まえた更なる

受診率の向上の取組が求められます。 

また、県下全市町での実施を目標に平成２６年度から実施している歯科

健康診査についても、感染症対策に留意し、受診者数の増加に向けた取組が

求められます。 

保健事業については、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、平成

２８年４月から「広域連合は、高齢者の心身の特性に応じた保健事業に取り

組むよう努める」こととされました。また、令和２年４月からは保健事業を

行うにあたり「市町村との連携のもとに、市町村が実施する国民健康保険法

第８２条第５項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業及び介護保険

法第１１５条の４５第１項から第３項までに規定する地域支援事業と一体

的に実施する」とされたことにより、高齢者の心身の多様な課題に対応した
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きめ細かな保健事業の実施が求められています。 

（４）医療費の適正化の取組

高齢化の進展や医療技術の高度化などに伴い、医療費は今後も増加するこ

とが予想されます。将来にわたり、被保険者が安心して必要かつ適切な医療

を受けるためには、医療費の適正化の取組は重要な課題となっています。 

「第３期兵庫県医療費適正化計画」においても、医療の効率的な提供の推

進に関する事項として、「後発医薬品の使用促進」「医薬品の適正使用・重複

投薬に係る指導」などが挙げられています。 

医療費の適正化に関する事業については、レセプトの２次点検や療養費

支給申請書の点検、ジェネリック医薬品利用差額通知などのジェネリック

医薬品の普及啓発、医療費通知や重複・頻回受診者への訪問指導などの取組

を実施しています。 

（５）事業の安定的・効率的な運営

広域連合事務局は、関係市町からの派遣職員により運営し、業務委託や事

務の電算化などで効率化を図るとともに、派遣職員の異動に対応するため

にノウハウの継承を行い、円滑な運営に努めています。 

職員派遣については、引き続き関係市町の理解を得て事務局体制を確保し

ていく必要があります。 

（６）制度の見直しと国の動向

後期高齢者医療制度については、平成２５年１２月に成立した「持続可能

な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（社会保障制

度改革プログラム法）」や平成２７年５月に成立した「持続可能な医療保険

制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律（医療保険

制度改革法）」などにより、制度の安定的で持続可能な運営に向けた改革が

進められています。 

制度の円滑導入、定着のため実施してきた保険料の軽減特例について、所

得割、元被扶養者の均等割及び低所得者の均等割軽減は段階的に廃止され

ました。また、７０歳以上の高額療養費の自己負担限度額の見直しなども実

施されています。 

保健事業については、令和元年５月の「医療保険制度の適正かつ効率的な

運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布を受けて、令

和２年４月に「高齢者の医療の確保に関する法律」が改正され、高齢者の保
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健事業は、国民健康保険の保健事業や介護予防と一体的に実施するものと

されました。 

令和３年６月には、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康

保険法等の一部を改正する法律」が公布され、制度発足以来１割又は３割と

されてきた後期高齢者医療制度の窓口負担について、１割負担の被保険者

のうち一定以上所得のある者について２割負担とする見直しが令和４年１

０月から実施されました。 

今後、団塊の世代の後期高齢者医療制度加入や、医療の高度化により医療

費増が見込まれます。一方で、制度発足以降、後期高齢者と現役世代人口比

率が大きく変化したことにより現役世代の負担が急増していることから、

後期高齢者医療制度の財源のあり方についての検討など、引き続き国にお

いて制度見直しが行われることも想定されます。 

（７）第３次広域計画の達成状況

第３次広域計画における指標及び目標値と、令和３年度時点の達成状況は

次のとおりです。 

事務・事業 指 標 
目標値 

（令和４年度） 

達成状況 

（令和３年度） 

保険料 

徴収事務 

保険料収納率 

現年分 ９９．５％以上 ９９．６１％ 

滞納繰越分 ５０％以上 ３９．６７％ 

健康診査 健康診査受診率※１ 概ね２５．０％ １８．７１％ 

後発医薬品の 

利用促進 

後発医薬品の使用率 

（数量シェア） 
８０％以上 ７７．５％※２ 

※１ 受診率＝受診者数／対象者数（全被保険者数から対象外者数を除いた数）

※２ 後発医薬品の使用率については、令和３年９月診療分の数値。

ア 保険料収納事務

現年分保険料収納率は目標を大きく上回って達成する見込みですが、滞納繰

越分については、令和３年度時点で目標未達となっています。これは、現年度

分保険料の徴収強化により未収額が減少したことから、滞納繰越となる保険料

額も減少したため、収納率は伸びなかったものと考えられます。（資料３参照） 
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イ 健康診査

健康診査受診率は令和３年度で１８．７１％と、目標の概ね２５．０％を下

回っています。 

平成３０年度、令和元年度には２０％を超える受診率となりましたが、新型

コロナウイルス感染症の影響もあり、令和２年度、令和３年度は２０％を下回

る受診率となりました。（資料４参照） 

ウ 後発医薬品の利用促進

後発医薬品の使用率については令和３年９月審査分で７７．５％となってい

ます。使用率は上昇傾向ではあるものの、令和３年時点では目標の８０％を下

回っています。 

診療月 H30.9 H31.3 R1.9 R2.3 R2.9 R3.3 R3.9 

使用率 71.0% 72.9% 73.3% 75.9% 76.6% 77.5% 77.5% 

厚生労働省発表後発医薬品の使用割合（数量シェア）の集計より 

３ 基本方針 

広域連合は、次の基本方針に従って、被保険者が安心して医療を受けること

ができるよう、安定的な制度運営を行います。 

（１）健全な財政運営

必要な支出を的確に見込むとともに、交付金・補助金を最大限活用し、健

全な財政運営に努めます。 

保険料については、医療給付費に応じた保険料率の設定、適切な賦課を行

い、保険料収入等を確実に収納するとともに、被保険者間の公平性の確保の

観点から、引き続き、保険料収納率の向上に向けて取り組んでいきます。 

関係市町では、きめ細かな納付相談に加え、様々な機会を捉えた口座振替

の勧奨や保険料の滞納解消のための対策を実施し、広域連合では研修会の

開催、先進的な取組事例の紹介、収納対策アドバイザーの派遣など、関係市

町を支援していきます。 

（２）保健事業の充実

第２期データヘルス計画（計画期間：平成３０年度～令和５年度）に基づ
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いて保健事業を実施していくとともに、第２期データヘルス計画の最終評価

を踏まえ、令和６年度からの第３期データヘルス計画を策定します。 

健康診査については、引き続き、関係市町に必要な経費を補助していくと

ともに、受診の必要性が高い被保険者が確実に受診できるよう取組を進めて

いきます。 

歯科健康診査については、オーラルフレイル対策や疾病重症化予防の観点

から、「兵庫県健康づくり推進実施計画（第２次）」においても、生涯を通じ

た歯科健診が求められており、更なる受診者数の増加を目指します。 

また、保健事業の実施にあたっては、関係市町と連携・協力しながら、高

齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、関係市町が

実施する高齢者の保健事業及び介護予防との一体的な実施を引き続き推進

していきます。 

（３）医療費の適正化（給付の適正化）

今後も医療費の増加が見込まれる中で、安定的な財政運営に努めるとと

もに、給付の適正化を図り、保険料や若年者等の負担増を抑制できるように

努めます。 

レセプトの２次点検では介護保険との給付調整や、自動点検システム等

を活用した効果的な点検を実施し、療養費の支給においては、柔道整復療養

費、あん摩マッサージ、はり、きゅう療養費の支給申請書の点検や被保険者

への施術内容等の確認を行います。 

また、第三者求償、ジェネリック医薬品の普及啓発、医療費通知や重複・

頻回受診者への訪問指導事業も引き続き実施し、医療費の適正化に取り組

みます。 

（４）広報広聴の充実

後期高齢者医療制度は、後期高齢者を対象としていることから、よりわか

りやすい広報に努める必要があります。リニューアルしたホームページの

活用など広報の充実に取り組みます。 

また、オンライン資格確認やマイナンバーカードの健康保険証利用など、

国が行う制度見直しについては、引き続き、国とも協力しながら丁寧な広報

に努めます。 

広聴については、被保険者の代表などで構成する医療制度懇話会の開催

など被保険者からの意見を適切に制度運営に反映させる機会を設けるとと

‐18‐



もに、広域計画やデータヘルス計画等の制度運営に関する指針など基本的

事項を定める際には、パブリックコメントを実施します。 

（５）関係市町との連携強化

被保険者にとって身近な窓口となる市町において、被保険者からの相談

等に的確に対応し、制度の円滑な運営を図るために、関係市町との更なる連

携強化を図ります。 

広域連合では市町職員を対象にした研修（初任者、健康診査、保険料収納

等）を充実していきます。 

また、制度の見直しに関する国の動向を見ながら、より一層、兵庫県との

連携も進めていきます。 

さらに、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により国が進

める、後期高齢者医療業務処理システムの標準化・共通化に適切に対応しま

す。 

（６）住民サービスの向上

市町とも連携し、電算システムによる迅速かつ的確な事務処理を行うこと

により住民サービスの向上に努めるとともに、給付や資格の申請手続きの簡

素化について検討を進めます。 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）については、引き続き個人情

報を適正に取り扱うとともに、オンライン資格確認等システムへの正確な資

格情報の提供に努めます。 

国の動向も踏まえながら、他の広域連合との情報連携などにより事務の効

率化を図るとともに、電子申請の導入の検討など、住民サービスの向上に努

めます。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針 2022」において、『2024 年度中を

目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指し、さらにオンライン

資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指す。』とされたこ

とから、被保険者証の取扱いについて、国の動向を注視し、適切に対応して

いきます。 

（７）効率的な事務局運営

被保険者数の増加などによる業務量の増加に対応して、業務委託や事務

の電算化などにより更なる業務の効率化を図るとともに、関係市町の理解
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を得て業務量に応じた適切な事務局体制を構築していきます。 

また、短いサイクルでの職員交代に伴う的確な事務ノウハウの継承・蓄積

のために、より詳細な業務マニュアルを整備し、安定的な運営に努めます。 

（８）計画の推進

各事務については、データヘルス計画等、必要に応じて個別に実施計画を

策定し、実施計画において、指標及び目標値を定め、その実施状況について

評価を行い、関係市町と連携・協力しながらその達成に向け取り組んでいき

ます。 

４ 広域連合及び関係市町が行う事務と役割分担 

広域連合と関係市町は、基本方針に基づき、高齢者の医療の確保に関する法

律及び同法施行令で定める事務について、次のとおり役割分担し、連携を図り

ながら円滑に制度を運営していきます。 

（１）被保険者資格管理に関すること

関係市町は、被保険者資格の取得、喪失、異動の届出等の受付事務を処理

し、広域連合へ送付します。また、被保険者証の引渡し・返還の受付を行い

ます。 

広域連合は、関係市町から提供された情報をもとに、被保険者台帳により

被保険者資格情報を管理し、資格の認定、被保険者証やその他必要な証明書

の交付を行います。 

また、関係市町においても被保険者資格情報を広域連合と共有すること

により、事務の適正化を図ります。 

（２）保険給付に関すること

関係市町は、高額療養費、療養費等の給付申請等の受付事務を処理し、広

域連合へ送付します。 

 広域連合は、申請等に対する支給決定等を行い、給付実績を一括管理しま

す。 

また、レセプトの点検及び保管、医療費通知の送付、ジェネリック医薬品

の普及啓発、第三者求償、不正・不当利得の請求は、広域連合が行います。 
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（３）保険料の賦課及び徴収に関すること

広域連合は、保険料率の決定、関係市町から提供された所得・課税情報等

を用いた保険料の賦課決定に関する事務を行います。また、収納対策研修会

の開催など、市町の取組を支援します。 

関係市町は、納入額決定通知書の送付及び決定額に関する問い合わせ対

応、保険料の徴収及び滞納整理、保険料に関する申請の受付事務を行います。 

（４）保健事業に関すること

関係市町は、被保険者の健康を保持・増進するために、保健事業として健

康診査等を実施します。 

広域連合は、関係市町が実施する健康診査等に対し、必要な経費を補助す

るとともに、効果的な実施のために必要な情報を提供します。 

また、広域連合は、その他の保健事業について関係市町が実施する高齢者

の保健事業及び介護予防と一体的に実施することを推進し、その事業の一

部について関係市町に委託して実施することに取り組みます。 

当該委託を受けた関係市町は、高齢者の保健事業と介護予防との一体的

な実施の在り方を含む基本的な方針を定めたうえで事業を実施します。 

（５）その他

後期高齢者医療制度に関する住民への周知・啓発、住民からの相談や苦情

への対応は、広域連合と関係市町が緊密に連携して行います。 

５ 第４次広域計画の期間及び改定 

本計画については、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき国及び兵庫

県が策定する「第３期全国医療費適正化計画（現計画期間：H30～R5 年度）」

及び「第３期兵庫県医療費適正化計画（現計画期間：H30～R5）」、健康増進法

に基づき兵庫県が策定する「兵庫県健康づくり推進実施計画（第２次）（現計

画期間：H30～R5 年度）」などの次期計画を踏まえて策定することが望ましい

ことから、第４次広域計画の期間を、令和５年度から令和１１年度までの７年

間とします。ただし、計画期間中に国の制度改正や社会情勢の変化及びその他

の事情により改定する必要が生じた場合には、随時、改定を行うこととします。 
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（３） 低所得者に係る保険料軽減判定所得の

見直しについて 
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【
現
行
】

軽
減
判
定
所
得

７
割
軽
減
基
準
額
＝
基
礎
控
除
額

(4
3
万
円
)

５
割
軽
減
基
準
額
＝
基
礎
控
除
額
(4
3
万
円
)＋

2
8
.5
万
円
×
(被

保
険
者
数
＊
)

２
割
軽
減
基
準
額
＝
基
礎
控
除
額

(4
3
万
円
)＋

5
2
万
円
×
(被

保
険
者
数
＊
)

７
割

軽
減

５
割

応
益

分
（

約
5
0
％

）

応
能

分
（

約
5
0
％

）

２
割

７
割

軽
減

５
割

２
割

Ⅱ
経
済
動
向
等
を
踏
ま
え
、

軽
減
判
定
所
得
を
見
直
し

【
現
行
】
課
税
限
度
額

1
0
2
万
円

基
礎
課
税
額
：
6
5
万
円

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
：
2
0
万
円

介
護
納
付
金
課
税
額
：
1
7
万
円

中
間
所
得
層
の
被
保
険
者
の
負
担
に
配
慮
し
た

国
民
健
康
保
険
税
の
見
直
し
が
可
能
と
な
る
。

保
険

税
額

所
得

額
所

得
額

保
険

税
額

①
②【
改
正
後
】
課
税
限
度
額

1
0
4
万
円

基
礎
課
税
額
：
6
5
万
円

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
：
2
2
万
円

介
護
納
付
金
課
税
額
：

1
7
万
円

【
改
正
後
】

軽
減
判
定
所
得

７
割
軽
減
基
準
額
＝
基
礎
控
除
額

(4
3
万
円
)

５
割
軽
減
基
準
額
＝
基
礎
控
除
額

(4
3
万
円
)＋

2
9
万
円
×
(被

保
険
者
数
＊
)

２
割
軽
減
基
準
額
＝
基
礎
控
除
額

(4
3
万
円
)＋

5
3
.5
万
円
×
(被

保
険
者
数
＊
)

＊
被
保
険
者
数
に
は
、
同
じ
世
帯
の
中
で
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
に
移
行
し
た
者
を
含
む
。

【
現
行
】

【
改
正
後
】

Ⅰ
課
税
限
度
額
の
見
直
し
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